
横浜市では、一般社団法人 地盤品質判定士会と令和２年 10 月に協定を締結し、個別宅地のがけ地
に関する専門的な相談ができる体制を整えるなど、専門家と共に土地所有者の皆さまのサポートを行
っています。 

このたび開催する「横浜市がけ地相談会」では、住宅・宅地の安全と防災に関する専門家である地盤
品質判定士に、ご自宅のがけ地やよう壁※等の不安・問題点について無料で相談することができます。 

ぜひ、この機会にご参加ください。 
※よう壁･･･高低差のある宅地や斜面地で土砂や地盤が崩れるのを防ぐために設ける壁状の構造物。

 

 

 

 

 

お問合せ先 

建築局建築防災課がけ・狭あい担当課長 伊藤 伸 Tel 045-671-2959 

令 和 ７ 年 ６ 月 1 9 日 
建 築 局 建 築 防 災 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

開催 
日時 

８/ ８ (金)

８/ ９ (土)

８/10 (日)

各日0 9:30/10:30/11:30/ 
13:30/14:30/15:30 から 
時間枠につき2 組受付 
1 組あたり1 時間以内 

予約 
方法 

会場 横浜市技能文化会館 ２階 ホール１（中区万代町２丁目４−７） 

７/10 (木)９:00 受付開始
WEBページ（https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/bosai/gake/senmonkasoudan.html） 

※お電話での申込み（045-671-2948）も可能です。 

【がけ地の対策工事やがけ地の安全性確認のご相談】 
○一般社団法人 横浜市建築士事務所協会：TEL（045-662-1337）

WEB ページ（https://hamaken.jp/publics/index/37/） 
○一般社団法人 地盤品質判定士会神奈川支部：WEB ページ（http://www.hanteishi.org/kanagawa/）

【がけ地に関する法律のご相談】 
○神奈川県弁護士会 横浜駅西口法律相談センター：TEL（045-620-8300）

WEB ページ（https://www.kanaben.or.jp/） 

専門家相談窓口 
今回の相談会以外にも専門家へ相談できる窓口がありますのでご活用ください。 
各団体により相談できる内容や料金などは異なりますので、直接お問い合わせください。 

＼WEB ページから予約／ 

！ 36 組(各日12 組)限定のため、先着順とさせていただきます 

地盤の専門家に無料で相談できる 

｢横浜市がけ地相談会｣を開催します！


